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要点 

 本 ED は、従業員または第三者からの拠出のうち、支払が行われる期間と

同一の期間に提供される従業員の勤務のみに関連しているものは、同一

の期間の勤務費用の減額として扱い、会計処理することができることを提

案している。 

 その他の従業員拠出は、その制度におけるグロスの給付と同じ方法により

勤務期間に帰属させることとなる。 

 本提案のコメント期限は、2013 年 7 月 25 日である。 

 

はじめに 

2013 年 3 月、国際会計基準審議会（IASB）は、公開草案 ED／2013／4「確定

給付制度：従業員拠出」（IAS 第 19 号の修正案）（以下、「ED」という）を公表し

た。本修正案は、確定給付制度の正式な規約に示されている従業員拠出の会

計処理の明確化を意図している。 

提案内容 

確定給付制度は、従業員または第三者に制度への拠出を要求することがある。

IAS 第 19 号「従業員給付」（1998 年）では、従業員拠出を、それを受領する期

間において、グロスの勤務費用に対する減額として会計処理することが一般

的な実務である。したがって、事業主の当期勤務費用は、当期の勤務に帰属

する給付コスト合計から、その期間の従業員拠出を控除したものとなる。 

IAS 第 19 号「従業員給付」（2011 年）（2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年

度から発効）は、従業員または第三者からの拠出の取扱いの正式な明確化を

意図していた。しかしながら、IFRS 解釈指針委員会（委員会）に対し、IAS 第

19 号（2011 年）での従業員拠出の会計処理、特に、従業員または第三者から

の拠出を、退職後給付コストの減額ではなく短期従業員給付コストまたは勤務

費用の減額として取り扱うことが可能かどうかについて明確化を求める要望が

提出された。 
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IASB は、従業員または第三者から確定給付制度への拠出は、短期従業員給付ではなく退職後給付の一部を構成し、負

の給付として勤務期間に帰属させるべきであると考えた。しかしながら、IASB はこの決定に伴って要求される計算が複

雑であることを認め、IAS 第 19 号（2011 年）に対する実務上の例外を提案することを決定した。本 ED では、特に、従業

員または第三者からの拠出が、それが支払われるべき期間と同一の期間に提供される従業員の勤務のみに関連してい

る場合には、当該期間の勤務費用の減額として認識することができることを提案している。 

 

見解 

本提案は、多くの企業に対し、現行の会計方針と整合的な方法による従業員拠出の会計処理を継続することを容認す

るものである（要求するものではない）。 

 

本提案は、また、拠出が、それが支払われるべき期間と同一の期間の勤務費用の減額として認識されない場合に、当該

拠出を帰属させる方法を規定している。本 ED は、そのような拠出からの負の給付は、IAS 第 19 号（2011 年）70 項に従

ったグロスの給付の適用と整合的に、勤務期間に帰属させなければならないと提案している。 

 

見解 

本 ED には、どのような場合に従業員拠出が「当該期間の従業員の勤務のみに関連している」とみられるかについての

明確な定義はない。本 ED ではその代わり、そのようにみられるであろう拠出の例（従業員の給与の固定された割合）

と、そのようにみられないであろう拠出の例（給与の、勤務期間にわたり増加する割合）を示している。 

 

発効日およびコメント期間 

本 ED は発効日を特定していない。IASB は、本 ED について受領したコメントを検討した後に、発効日を決定する予定で

ある。 

企業は、IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」に従って本提案を遡及適用することを要求される。 

本 ED のコメント期限は、2013 年 7 月 25 日である。 
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